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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

  佐賀県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  佐賀県 

 

３ 地域再生計画の区域 

  佐賀県の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

 

 ４－１ 産業の特徴 

 （地勢） 

当県は、九州西北部に位置し、九州を東西南北に連結する地理的条件の優位性に加え、

穏やかな気候で地震をはじめ自然災害が少ない等、優れた自然環境を有している。面積は、

約 2,440㎢で、県の北部には天山・脊振山系、西部には多良山系が連なっており、南部に

は広大な佐賀平野が広がっている。 

 （人口） 

当県の人口は、平成９年以降、転出者が転入者を上回る社会減の状況であることに加え

て、平成 22年以降は死亡者数が出生者数を上回る自然減の状況も加わることにより年々

減少傾向が強まっており、令和６年は約 6,710人（佐賀県人口移動調査）の減少となって

いる。この傾向は、今後、ますます加速度的に進展すると懸念されている。昭和 55年度

に 200,620人だった 14歳以下の年少人口は、令和２年度には 108,241人になり、20年後

の令和 22 年度には 79,000 人程度まで減少すると見込まれている。また、65 歳以上の老

年人口の構成比も全国平均より高く（国 29.3％、当県 32.2％（令和６年 10月 1日現在））、

全国に先駆けて高齢化が進行している。 

 （産業） 

  産業構造は、令和４年度の県内総生産（実質）の構成比で見ると、一次産業が産業全体

の 2.4％，二次産業が 31.4％，三次産業が 66.2％（令和４年度県民経済計算）となって

いる。 

佐賀平野を中心とした穀物の生産や有明海に面した地域でのノリの養殖、玄界灘に面

した地域での園芸や畜産等、豊かな自然の恵みを受けた農業や水産業が盛んとなってい

る。工業の分野では陶磁器産業、家具産業、製薬業といった特色ある地域産業と技術力の

高い企業が数多く立地している。特徴的な分野としては江戸時代に長崎街道を伝って砂

糖が豊富に流通したことから製菓業が盛んであり、また、全国でも有数の米どころである

ことから清酒の醸造も盛んとなっている。 
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近年では、このような多様な産業の魅力を高めるために、県産品のブランド化や技術開

発、人材育成等の取組や、産官学連携による支援が進められている。 

  経済成長率（実質）は，令和３年度に 4.9％と上昇したものの、令和４年度には-1.0％

と後退局面に入っており、国内成長率よりも低水準となっている。また、県民所得につい

ても、全国平均の 88.3%に止まっている。 

  有効求人倍率は、令和６年平均で 1.29倍（全国 1.25倍）となっており、全国平均と同

水準になっている。 

 （課題） 

人口減少に伴う高齢化は、経済規模の縮小や地域社会の活力の低下を招き、一人あたり

の県民所得も低下する恐れがある。また、さらに人口減少が進むと、地域経済社会の維持

が困難になることも想定される。 

  地域経済の活性化にあたって、人口流出を抑制するためには、新たな雇用の受け皿が必

要であり、新たな雇用の場を創出するにあたっては、企業誘致が非常に効果的であるため、

新規企業誘致の推進が課題になる。 

  当県には、地震や台風等の自然災害が少ないという BCP面での優位性、高速道路や鉄道

の九州のクロスポイントであり隣県も含め航空路線や国際航路が豊富であるというロジ

スティクス面での優位性、まじめで勤勉な県民性に支えられた優秀な人材が豊富である

ことによる人材供給面での優位性等、企業誘致においては、他都道府県に負けない数多く

の優位性がある。 

  人口急減・超高齢化という大きな課題に対応するためには、これらの強みを活かしなが

ら、今後さらに企業立地を活性化するための取り組みを推進する必要がある。 

 

 ４－２ インフラ整備状況 

 （鉄道・道路） 

当該地域は、佐賀地区を中心として東西を走る JR長崎本線及び長崎自動車道並びに西

九州自動車道、北部に伸びる JR唐津線及び佐賀唐津道路により各地域を結んだ一体の経

済圏となっており、現在は九州新幹線西九州ルートや佐賀沿岸道路等の整備が行われる

等、更なる交通網の充実が図られている。 

また、東部地区の鳥栖地区には九州を南北に貫く九州自動車道と東西に走る長崎・大分

自動車道のクロスポイント「鳥栖ジャンクション」があり、福岡市まで 18分、北九州市

や熊本市まで約 40 分、長崎市や大分市まで約 90 分そして鹿児島市まで約 170 分と、九

州の主要都市まで３時間圏内となっており九州の交通の要衝となっている。 

 （港湾） 

  日本海を望む県北部には海の玄関口として国際海上輸送ネットワークの重要港湾に位

置付けられている伊万里港（Ｈ26取扱貨物量 280万ｔ）、唐津港（Ｈ26取扱貨物量 154万

ｔ）がある。 

  両港湾はいずれもアジアの主要都市に近く、特に伊万里港においては、韓国・釜山港、

中国・大連港、青島港、上海港等からの定期航路が運航しておりアジアに向けた質の高い
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ポートサービスの提供が可能となっている。 

 （空港） 

  佐賀地区南部には九州佐賀国際空港があり毎日羽田５往復が就航しており、首都圏と

のアクセスは良好であるほか、現在は上海、ソウル線等が就航しており海外へのアクセス

も充実してきている。 

  また、西日本最大の空の玄関口である福岡空港や長崎空港までの所要時間も、ともに佐

賀地区からはそれぞれ１時間程度であり、目的地や利用形態に応じて使い分けることが

可能な状況となっている。 

 （支援機関等） 

  教育、学術機関としては、佐賀地区には佐賀大学、神埼地区には西九州大学があるほか、

有田地区には佐賀大学有田キャンパスが立地する等、各種事業を推進するために必要と

なる人材の供給や各種産業の研究開発等を推進する事業環境が整っている。 

  また、伊万里地区には佐賀大学海洋エネルギー研究所が立地しており、海洋エネルギー

に関する国際的な研究開発拠点として様々な研究が実施されている。 

  工業系の研究機関としては、鳥栖地区に産業技術総合研究所九州センターがある。ここ

は全国８カ所に展開する産総研の地域拠点の一つであり、「生産計測技術研究センター」

と、「太陽電池モジュール信頼性評価連携研究体」が設置されており、さらには九州にお

ける産学官連携の中核としての役割を担う「九州産学官連携センター」が配置されている。 

  この地区には他に佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターもあり、ここではシン

クロトロン放射光を用いて、超微細加工や新素材開発等のものづくりに関する研究をは

じめ、生命科学、環境測定等の研究、さらには文化財鑑定や犯罪捜査への活用等が行われ

ている。 

  さらに、有田地区には佐賀県窯業技術センターがあり、ここでは当県の伝統産業である

窯業の更なる研究開発が行われており、新技術、新製品の開発の支援をおこなっている。 

  そして、佐賀県工業技術センターでは技術指導・技術相談、試験分析・ものづくり支援、

設備機器開放、人材育成・技術交流、情報発信の事業等が行われており、県内企業の技術

活動のパートナーとしての役割を果たしている。 

 

 ４－３ 近年の企業立地動向と今後の見通し 

 （近年の立地動向） 

  最近の企業誘致件数及び新規地元雇用者数 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

誘致件数 23件 19件 22件 18件 13件 

雇用者数 666人 730人 403人 289人 220人 

出典：佐賀県企業立地課資料 

 業種別の内訳は、製造業 39 件（41.1％）事務系 52 件（54.7％）物流業３件（3.2％）

その他１件（1.0％）などとなっている。 

 近年の主な立地企業としては、鳥栖市の高速道路「鳥栖 IC」付近に、外用鎮痛・消炎薬
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等の医薬品の研究・製造・販売をしている「久光製薬㈱」が研究施設「SAGAグローバルリ

サーチセンター」を建設し、これまで２拠点体制だった研究施設を当施設に集約した。さ

らに吉野ケ里町には、医薬品・食料品等の製造・販売などを行う大塚製薬㈱が、自社工場

内（佐賀東部中核工業団地）に原薬新工場及び合成技術棟の開設を決定した。 

 この他、県内各地に事務系企業の進出が相次いでおり、令和６年度は８件、令和７年度

は８件（令和７年 12月 1日現在）と、若者のニーズに対応する企業の誘致を進めている。 

 （今後の誘致方針） 

 現下の経済状況や地方創生の取組をチャンスと捉え、着実に成果に結び付けるため、関

係市町と緊密に連携し、積極的な誘致活動を展開する。 

 誘致活動においては、 

 ・自然災害が少ない（地震が日本一少ない、南海トラフ地震による津波被害想定ゼロ、風

水害が少ないなど） 

 ・抜群の交通アクセス（九州のクロスポイント） 

 ・優秀で勤勉な人財（県民性） 

 といった他地方公共団体より優れた、当県の強みを前面に打ち出していく。 

また、半導体産業やコスメティック産業など佐賀県に強みや素地がある分野、各種産業

の成長に必要不可欠となっているデジタル関連分野、カーボンニュートラルの実現を見

据えた蓄電池産業や次世代モビリティなどのグリーンイノベーション分野、研究開発や

総務・経理などの企業の本社機能部門など、当県の発展を牽引し、若者をはじめとする県

民が活躍できる多様で魅力ある企業の誘致を推進する。 

 さらに、雇用情勢の改善に伴い、「売り手市場」の傾向が強まる中で、企業にとっては

人材確保が重要課題となっていることを踏まえ、雇用労働課及び学校教育課と連携し、高

校・大学等の訪問を行うとともに、首都圏、関西・中京圏等の人材の UJIターンを積極的

に進めるような施策に取り組む。 

 地方創生の動きの中、地元定着や UJIターンを促進し、県内で働く若者を増やしていく

ためには、「正社員雇用」や「相応の賃金体系」、また「やりがいのある仕事」等、良質な

雇用の受け皿となる企業や業種を、県内に増やしていきたい。 

４－４ 地域再生計画の目標 

 企業の立地環境を整備することにより、企業の地方拠点の形成・強化を支援し、地域に

おける就労機会の創出等を図ることを目標とする。 

 

目標１ 企業の新規立地 

 東京にある企業の本社機能等の移転を伴う新規立地等（移転型事業の認定件数）を

10 件、域内企業の本社機能等の拡充を伴う新規立地等及び東京以外の地域にある企

業の本社機能等の移転を伴う新規立地等（拡充型事業の認定件数）を 10 件とする。 

目標２ 就労機会の創出 

 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施により、300人の雇用機会の創出

を図る。 
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５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

  企業立地の促進を核とした、以下の事業の取組を行うことにより、企業の本社機能等の

移転及び域内企業の本社機能等の拡充に伴う新規立地等を推し進めるとともに、当該地

域における県民の雇用の場を創出し、経済活性化を図る。 

(1) 戦略的な企業誘致活動の展開 

    知事のトップセールスや民間人材の登用による企業誘致体制を整備するとともに、

県と市町が連携して一体的な誘致活動を行う。 

    また、県独自で行っている全国トップクラスの補助事業の実施とあわせて、新たな

産業団地やオフィスの確保等の環境整備を促進する。 

さらに、「優れた交通アクセス」、「少ない自然災害」、「交通アクセスの良さ」、「実 

直な県民性」、といった当県の強みのアピールにより効果的な誘致活動を強化し、 

当県への企業立地を促進する。 

(2) 人材確保のための取組 

産業人財確保対策として、県外在住の当県出身等の若者とのネットワークを構築

するような取り組みを行い、県内の雇用状況等の情報提供を行う。 

県立産業技術学院における人材育成、佐賀労働局及び高等学校と連携した人材確

保に注力する。また、県民や UJIターン希望者に Webサイトや就職面談会等を通じ

情報提供を行う。 

(3) ビジネスマッチングの支援 

県内中小企業等の経営革新や研究開発の推進を支援する（公財）佐賀県産業振興機

構と連携し、誘致企業と県内企業とのビジネスマッチングを支援する。 

 

５－２ 特定政策課題に関する事項 

  該当なし 

 

５－３ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

(1)支援措置の名称及び番号 

    地方における本社機能の拠点の強化を行う事業者に対する特例（内閣府、総務省、

厚生労働省、経済産業省）【Ａ３００５】 

 

(2) 地方活力向上地域 

 ①法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業の対象となる地方活力向上地域 

佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、 

及び神埼市並びに佐賀県神埼郡吉野ヶ里町並びに佐賀県三養基郡基山町、上峰町

及びみやき町並びに東松浦郡玄海町並びに佐賀県西松浦郡有田町並びに佐賀県杵

島郡大町町、江北町及び白石町並びに佐賀県藤津郡太良町の一部区域（別紙１のと
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おり） 

②法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業の対象となる地域 

佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、 

及び神埼市並びに佐賀県神埼郡吉野ヶ里町並びに佐賀県三養基郡基山町、上峰町

及びみやき町並びに東松浦郡玄海町並びに佐賀県西松浦郡有田町並びに佐賀県杵

島郡大町町、江北町及び白石町並びに佐賀県藤津郡太良町の一部区域（別紙２のと

おり） 

 

  (3) 地方活力向上地域の設定について 

    地方活力向上地域となる当県の地域は、全国で最も地震の少ない地域であり、自然

災害に強く、かつ、九州のクロスポイントに位置しており交通アクセスに優れている

といった特徴を有している。これまで、県と県内全市町で構成する佐賀県企業立地協

議会を中心として産業の活性化のため積極的な企業誘致に取り組んでおり、これま

でにも、損害保険ジャパン㈱が佐賀市に、フリービット㈱が唐津市に、住信 SBIネッ

ト銀行㈱が鳥栖市に進出するなどしており、今後も東京からの移転が期待される地

域となっている。 

    拡充型事業の対象地域は、県内市町の各種企業が集積している地域及び開発を予

定している地域であり、85万人規模の経済圏を形成している。 

地勢的には北部の天山・脊振山系、西部の多良山系に囲まれた広大な佐賀平野を中

心とした災害の少ない BCP に適した一体の地域である。この地域は佐賀地区がある

佐賀平野を中心として東西を走る JR長崎本線及び長崎自動車道並びに西九州自動車

道、北部に伸びる JR唐津線及び佐賀唐津道路により各地域は結ばれており、主要都

市間の所要時間もおおむね１時間程度であり、更に企業間の取引も盛んに行われて

いる等、自然的経済的社会的に一体の地域となっている。 

陸路のアクセスに優れた地域東部には、アマゾンジャパン(同)やコカ・コーラボト

ラーズジャパン㈱などの製造・物流関連を中心とした企業が多数集積しており、また、

港湾施設があり海路のアクセスに優れた地域北西部には、㈱ＳＵＭＣＯや㈱名村造

船所などが集積し、更に県中央部には、小糸九州㈱やトヨタ紡織九州㈱などが既に立

地している等、産業の集積が図られている地域である。 

また、この地域には前述のとおり佐賀大学、西九州大学、佐賀大学有田キャンパス

等、各種事業を推進するために必要となる人材の供給や各種産業の研究開発等を推

進する事業環境が整っているほか、佐賀大学海洋エネルギー研究所、産業技術総合研

究所九州センター、佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター、佐賀県窯業技術セ

ンターおよび佐賀県工業技術センターにおいては、各種の研究活動が行われていて、

人的、技術的な支援体制が整っており、今後も域内企業の成長や本社機能の拡充およ

び新規立地が見込まれる地域となっている。 
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 人口 昼間人口 昼間人口比率 事業所数 事業所数（千人当た

り） 

佐賀県 811,442人 814,329人 100.4％ 35,815 44.5 

出典：令和２年国勢調査、令和３年経済センサス 

  (4) 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の内容等 

イ 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業 

①事業概要（移転型事業）： 

民間企業等により実施される東京 23区から本社機能の移転を伴う特定業務施設 

等の整備。 

実施期間：平成 28年３月～令和 15年３月 

    実施場所：上記（２）①に記載する移転型事業の対象地域内 

②事業概要（拡充型事業）： 

民間企業等により実施される拡充型事業の対象地域内における特定業務施設等

の整備。 

実施期間：平成 28年３月～令和 15年３月 

    実施場所：上記（２）②に記載する拡充型事業の対象地域内 

ロ 事業税、不動産取得税及び固定資産税の課税免除又は不均一課税制度の創設 

事業概要： 

企業の本社機能等の移転及び域内企業の本社機能等の拡充に伴う事業税、不動

産取得税及び固定資産税について、課税免除又は不均一課税制度を創設する。 

実施主体： 

佐賀県並びに佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小

城市、嬉野市、及び神埼市並びに佐賀県神崎郡吉野ヶ里町並びに佐賀県三養基郡

上峰町及びみやき町並びに佐賀県西松浦郡有田町並びに佐賀県杵島郡大町町、

江北町及び白石町並びに佐賀県藤津郡太良町 

実施期間： 

平成 28年３月～ 

 

５－４ その他の事業 

 ５－４－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

  該当なし 

 

５－４－２ 支援措置によらない独自の取り組み 

 （１）県の企業誘致体制の構築 

   事業内容： 

     企業誘致の推進と立地企業の振興を図るため、知事のトップセールスや民間経

歴を有する人材を活用した積極的な企業誘致活動を行うとともに、進出後も細や

かな訪問活動を行う等フォローアップに取り組む。 
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   実施主体：佐賀県 

   事業期間：平成 27年度～ 

 （２）県と市町が一体となった誘致活動の展開 

   事業内容： 

     効果的な企業誘致活動を行うため、県と市町で構成する“佐賀県企業立地推進協

議会”を設置し、企業誘致に関する情報交換、広報活動、研修事業等を実施する。 

   実施主体：佐賀県及び全市町 

   事業期間：平成 27年度～ 

 （３）立地促進のための支援制度の充実 

   事業内容： 

     佐賀県企業立地の促進に関する条例に基づき、県内に佐賀県企業立地促進特区

を指定し、市町と連携しながら、全国トップクラスの税の特例措置や補助事業等を

実施する。 

   実施主体：佐賀県及び全市町 

   事業期間：平成 27年度～ 

 （４）さが創生市町工業団地整備推進事業 

   事業内容： 

     地方創生の視点で、新たな雇用創出による若者の県内定着を促すため、工業団地

造成に積極的に取り組む市町と共同で工業団地の整備を推進する。 

   実施主体：佐賀県及び全市町 

   事業期間：平成 27年度～ 

 （５）工業団地のリース制度 

   事業内容： 

     七ツ島工業団地をはじめ、多久北部工業団地（多久市）、谷田工業団地（鹿島市）

に、低額のリース制度を導入する。（七ツ島工業団地については令和６年度で新

規適用を終了） 

   実施主体：佐賀県及び多久市、鹿島市 

   事業期間：平成 27年度～ 

 （６）立地後のフォロー体制の構築 

   事業内容： 

     誘致に関わった職員が、異動後も永続的に企業の窓口となる“企業誘致パーマネ

ントスタッフ（誘致企業永続支援員）”制度を構築し、永続的に誘致企業のフォロ

ーアップを実施する。 

   実施主体：佐賀県 

   事業期間：平成 27年度～ 

（７）県立産業技術学院における人材育成 

   事業内容： 

     県立産業技術学院において、最新の機器や設備等を備えた充実した訓練環境の
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もと、２年間の幅広い教育訓練を通して、多様化する産業界の人材ニーズに対応し、

即戦力となる実践的人材の育成を図る。 

   実施主体：佐賀県 

   事業期間：平成 27年度～ 

 （８）佐賀労働局と連携した人材確保 

   事業内容： 

     県と国とが連携・協力して効果的な就労支援を行う「ハローワーク特区」の実績

を活かし、ハローワークに対して、企業の進出情報や求人情報を速やかに提供する

ことで、人材確保の促進を図る。 

   実施主体：佐賀県及びハローワーク 

   事業期間：平成 27年度～ 

 （９）学校と連携した人材確保 

   事業内容： 

     高等学校卒業後の進学者のうち、８割程度が県外に流出している実態を踏まえ、

当県へのＵターン就職を推進するため、佐賀大学や県内の専修学校に止まらず、県

出身者が多く進学している学校を個別に訪問し、就職支援に係る連携を図る。 

   実施主体：佐賀県 

   事業期間：平成 27年度～ 

 （10）県民や UJIターン希望者への情報提供 

   事業内容： 

    (a) 就労支援 Webサイトの運営 

      新卒者や転職者や佐賀県への UJI ターンを希望する人材に県内企業の求人情

報を提供する“さがジョブナビ”を運営し、人材確保の促進を図る。  

    (b) 合同企業説明会等の開催 

      高校生など新卒者、子育て世代、県外の求職者等を対象に合同企業説明会を開

催し、企業と求職者のマッチングを図り、人材確保の促進を図る。 

    (c) 交流会の開催 

      県外在住の佐賀出身者等とのネットワークを構築するため、首都圏、福岡地区

等で交流会を開催する。 

   実施主体：佐賀県 

  事業期間：平成 27年度～ 

 (11) ビジネスマッチングの支援 

  事業内容： 

     県内中小企業等の経営基盤の強化、経営の革新、研究開発の推進等を支援する

（公財）佐賀県産業振興機構と連携し、県内企業と進出企業とのビジネスマッチン

グを支援する。 

  事業主体：（公財）佐賀県産業振興機構 

   事業期間：平成 27年度～ 
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  （12）ワンストップ相談窓口の設置 

   事業内容： 

佐賀県産業労働部企業立地課に、佐賀県内において新規立地等を行う企業の相

談に応じるワンストップ相談窓口を設置しているところであるが、適地の紹介や

設備投資助成のみならず、許認可手続きにも対応出来る体制を構築し、ワンストッ

プ相談窓口機能の強化を行う。 

事業主体：佐賀県 

事業期間：平成 27 年度～ 

 

(13) 企業立地補助金の拡充 

事業内容： 

企業の本社機能等の移転及び域内企業の本社機能等の拡充に伴う補助制度の拡 

充を行う。 

事業主体：佐賀県 

事業期間：平成 27年度～ 

 

６ 計画期間 

  地域再生計画認定の日から令和 15年３月 31日まで 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 ７－１ 目標の達成状況にかかる評価の手法 

４－４に示す地域再生計画の目標については、計画期間中、毎年度必要な調査を行い状

況の把握を行うとともに、各行政機関で実施する「中間評価」及び「事後評価」において、

達成状況の評価、改善すべき事項の検討を行うこととする。 

 ７－２ 目標の達成状況にかかる評価の時期及び評価を行う内容 
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目標 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

目標１

企業立地

件数

ー 4件 8件 10件 12件 14件 16件 3件

企業立地

件数（う

ち、移転

型の認定

件数）

ー 2件 4件 5件 6件 7件 8件 2件

企業立地

件数（う

ち、拡充

型の認定

件数）

ー 2件 4件 5件 6件 7件 8件 1件

目標２

就労機会

創出数

ー 60人 120人 150人 180人 210人 240人 45人

就労機会

創出数

（うち、

移転型に

より創出

される雇

用者の

数）

ー 30人 60人 75人 90人 105人 120人 30人

就労機会

創出数

（うち、

拡充型に

より創出

される雇

用者の

数）

ー 30人 60人 75人 90人 105件 120人 15人
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目標

R5年度

(中間年

度）

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

目標１

企業立地

件数

4件 8件 10件 11件 12件 13件 14件 15件

企業立地

件数（う

ち、移転

型の認定

件数）

2件 4件 5件 5件 6件 6件 7件 7件

企業立地

件数（う

ち、拡充

型の認定

件数）

2件 4件 5件 6件 6件 7件 7件 8件

目標２

就労機会

創出数

60人 120人 150人 165人 180人 195人 210人 225人

就労機会

創出数

（うち、

移転型に

より創出

される雇

用者の

数）

30人 60人 75人 75人 90人 90人 105人 105人

就労機会

創出数

（うち、

拡充型に

より創出

される雇

用者の

数）

30人 60人 75人 90人 90人 105人 105人 120人
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目標 R13年度
R14年度（最

終年度）

目標１

企業立地

件数

16件 20件

企業立地

件数（う

ち、移転

型の認定

件数）

8件 10件

企業立地

件数（う

ち、拡充

型の認定

件数）

8件 10件

目標２

就労機会

創出数

240人 300人

就労機会

創出数

（うち、

移転型に

より創出

される雇

用者の

数）

120人 150人

就労機会

創出数

（うち、

拡充型に

より創出

される雇

用者の

数）

120人 150人
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※令和４年度の計画期間延長に伴い、数値目標の設定について各年度の目標数であったも

のを累積数に変更した。なお、目標の達成状況に係る評価の結果を鑑み、令和３年度以前

の目標については変更を行っていない。 

 

※令和 14年度までの計画期間延長に伴い、令和８年度から各年度における目標値の修正を

行ったが、最終年度における目標値の変更は、目標の達成状況に係る評価の結果を鑑み、

行っていない。 

 

※（指標とする数値の収集方法） 

 企業立地件数 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定件数 

 就労機会創出数 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画実施状況報告書 

 なお、地域別の目標数値については、当該目標は年２～４件程度であること及び当県が策

定している「佐賀県まち・ひと・しごと創生総合戦略」中の重要業績評価指標においても当

県全体の目標値を掲げ、地域別の目標値を掲げていないことから、整合性を図るため設定し

ない。 

 

 ７－３ 目標の達成状況にかかる評価の公表の手法 

  ４－４に示す地域再生計画の目標の達成状況については、中間評価及び事後評価の内

容を当県のホームページ上で公表する。 

 

８ 構造改革特別区域計画に関する事項 

  該当なし 

 

９ 中心市街地活性化基本計画に関する事項 

 該当なし 

 

10 産業集積形成等基本計画に関する事項 

 該当なし 


